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① 日時 2021年４月 22日(木) 13時 30分～ 

② 講師  出口修さん 

③ 参加費 100円 

 

/八幡市男山松里１２－２０

（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４ 
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net 
ホームページは http://marugotokan.net/ 
又は、八幡まるごと館で検索して下さい 

●   
八幡まるごと館は街行く人のだれもが自由に立ち寄
れる“地域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と
土･日午後です。 
 

前回は｢八幡神領の確定｣と題した講師・出口修さんのお話でした。慶

長５年(１６００年)５月２５日に家康は公家・武家・寺社の所領を確定

させる３６１通の朱印状を発給。神領は秀吉の時と同様、家康も受け

継いだ。八幡宮社務の廻職(将軍が変わるごとに社務家も変わる)で四

家が交替で神領支配に当たることに。９月２５日家康朱印条目には田

中家、善法寺家、新善法寺家、檀家に対して検地免除、守護不入を明

記・保障した。その代わりといってはなんだけれど、神領地では安居神

事において将軍家の安寧・繁栄を祈祷する役目を担った。守護不入と

は他の武士が口出しできないということで、検地もないということは

八幡宮領は特別な計らいがなされていたということか。出口さんは八

幡宮領の詳しい構成も示された。合計６５１６石余りだった。 

 

(５月25日家康朱印状の一部)出口さん資料より 
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